
令和８年４月１日 

会 員 各 位 

一般社団法人東京都トラック協会 

令和８年度 オンラインによる初任運転者特別講習のご案内 

平素より当協会の事業活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび、国土交通省告示「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して

行う指導及び監督の指針」に基づく「初任運転者に対する特別な指導」につきまして、令和７年

度に引き続き、座学部分の教育をＥラーニング事業者へ業務委託し、下記のとおりオンライン

にて実施することといたしました。 

 受講を希望される方は、下記内容をご確認のうえ、「３．申込方法」に従ってお申し込みくださ

いますようお願い申し上げます。 

記 

１．受講対象者 

東京都トラック協会会員事業所に所属する、貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第１項

に基づく初任運転者。 

（※過去３年間に他の一般貨物自動車運送事業者等において運転者として常時選任されたこ

とがある者を除きます。） 

２．研修内容および研修時間 

（１）講習内容 

国土交通省告示で定められている「初任運転者に対する特別な指導」１２項目のうち、実車を

用いて行う指導を除く教育内容について、Ｅラーニング事業者の講師が座学にて１５時間実施

いたします。 

（２）研修日程 

・月６～８回程度開催 

・２日間コースまたは３日間コースのいずれかを選択 

※法定１５時間を満たす必要があるため、時間厳守でお願いいたします。 

※遅刻・早退・途中退出があった場合は、修了が認められませんので、あらかじめご了承くだ

さい。 

３．申込方法 

会場ごとに申込方法が異なります。受講を希望される方は、受講日の１週間前の月曜日まで

に、下記をご確認のうえお申し込みください。 



・インターネットによる事前予約制 

・委託事業者の申込フォームは、東ト協ホームページ内の本講習開催案内ページに掲載いた

します。 

東ト協ホームページ URL： 

https://www.totokyo.or.jp/ 

※電話・ＦＡＸでのお申し込みは受け付けておりません。 

※申込完了後、システムより受付完了通知メールが送信されます。 

※各回とも、受付期間中であっても定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

４．開催日程 

各月６～８回程度開催いたします。 

【３日間コース】（１日５時間 × ３日間） 

日程：月曜日～水曜日（祝日を除く） 

時間：９：３０～１６：００ 

（休憩：昼６０分、その他３０分） 

【２日間コース】（１日７.５時間 × ２日間） 

日程：木曜日・金曜日（祝日を除く） 

時間：９：００～１８：００ 

（休憩：昼６０分、その他３０分） 

 

＜３日間コースのみ：同時開催＞テールゲートリフター特別教育（希望者のみ／学科のみ） 

時間：１６：１０～１７：３０ 

 

※変更が生じた場合は、東ト協ホームページにてお知らせいたします。 

※受講日程のご案内時期は以下のとおりです。 

 １月～６月分：前年１１月までに 

 ７月～１２月分：５月末までに 

 詳細は東ト協ホームページにてご確認ください。 

https://www.totokyo.or.jp/


５．注意事項 

・事前申込が確認できない場合は、受講をお断りすることがあります。 

６．その他 

・受講料は無料です。 

・本講習は、国土交通大臣の認定を受けた機関が実施する適性診断（初任診断）ではありま 

せん。初任運転者には、「初任教育」と「初任診断」の両方の実施が必要です。 

・実車を用いた日常点検、車高・視野・死角・内輪差および制動距離、トラックの構造上の特

性、貨物の積載方法および固縛方法、ならびに２０時間以上の添乗指導については、会員事

業者において必ず実施してください。 

・本講習の教育実施記録簿は、委託事業者よりフォーマットを配信いたします。会員管理者は

内容を確認・検印のうえ、当該運転者の運転者台帳に受講年月日を記載し、３年間保存してく

ださい。 

以上 

 


